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第1表

刑事部の構成等

令和4年11月1日現在

第1部の数

1合議部

2令状部

13か部

1か部（第14部）

第2配置人員

1裁判官

（1） 判事 45人

（2） 特例判事補． 5人 ，

（3） 判事補 14人(うち留学1人､ ｜ ｜)
計 64人

2裁判官以外の職員
（事務補助員、任期付採用者及び臨時的任用者は含まない。 ）

. (1) 調査官

(2)書記官

’ 1人

145人（うち留学2人、研修1人、育休4人、産休1人

税大1人、休職1人）

13人

71人（うち育休1人、休職2人） ’

230人

－
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３
４
１
１
速記官

事務官

計

第3設備

1 合議用法廷 20室（うち裁判員裁判用法廷は16室（大法廷
l室、ビデオリンク法廷1室を含む。 ） ）

25室

5室 ‘

50室

単独用法廷

勾留質問室

計

２
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■■(次室ロ首席書記官次席書記官 ー

田中

廣岡

美香
美江

吹席書記官
次席書記官

藤沢
保科

五
口
子

省
綾東京地方裁判所刑事部裁判官配置表 所長代行所長代行

永渕
鈴木

健一

巧

氏 名 ｜ 内線 氏 名 ｜ 内線 氏 名 ｜ 内線 ｜ 氏 名 ｜ 内線

■■/開廷日:火水木金
.~-~~_~~_~~ー .~ ーｰ一-~一~‐~‐~~~~･ﾆﾆｰﾆﾆﾆｰﾆｰｰｰ

坂田威一郎

■
古玉正紀

水越壮夫

竹内瑞希

書記藷舗!■■

■開廷日

平出喜一

須田雄一
渡邉一昭

赤瀬柚紀
書記官室内線
夜間直通

第18部 口開廷日:月火水金
一一一一~一-－ｰ-~ --ｰー‐‐･一- -一‐‐! ー‐-一二二二.ﾆﾆﾆｰｰｰ

総判 野村 賢

判 池田知史

I
． 判一 西山志帆・

袖 大崎敦生 ■■
書記官室内線：
夜間直通:

榔
一
綱
判
判
補

苓
弟
一

第7部 ロ開廷日:月火木金

臼
総判 浅香竜太

判 鎌倉正和

判 内山裕史

特． 米満祥人

’・ 補 金井千夏

書記瀦溌■■’

部
一
判
判
判
補

咽
一
総

第
一

月火水金
4

、

I

Ｉ
獅
一
銅
謝
淘
獅

第
一
兼

第14部(令状部）

総判 鈴木 巧

判 小坂茂之

判 高嶋 諒

判 花田隆光

特 北原直樹

特 河原春奈

一 一 特 大村明菜

一－－－“韮鑿-一‐
特

補 松下健治

書記請鯛

■
~~‐＝ﾆｰｰ

部
一
判
判
判
補

９
－
総
兼
兼
兼

飼
一
兼 '－－両弄蕃葎字-了第8部(租税部） ロ開廷日:月火水金

一 ~-~一-‐~~~‐~ー~ ．ー‐~ー‐~一~-.~~~-一~-~.~~-‐ー~-.~~ｰ-~~~＝二一

総判 野原俊郎

一判 蛭田円香

判 馬場嘉郎

判 菱川孝之

補 ・ 鍵谷蒼空

書記官室内線：
夜間直通：

高橋

蛯原

津島

木村

~－－｢－－康明

意

｜享子

航晟

~｢－－世森ユキコ

日野周子

清水洋佑

第20部

兼総判

兼判 ・

兼判

兼補

椎
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■
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火
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｜
野村 賢

池田知史

西山志帆．

大崎敦生

Ｉ
三
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一
健
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翔

亜

一
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田
井
田

一
永
吉
向
池Ｉ

矧
一
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口開廷日:月水木金第15部

■開廷日:月火木金

■
康明 、

意

享子

航晟

書龍歸蕊■

榔
一
鋤
判
判
補

椿
宗
一

｜
判
判
判
補

一
総 香ﾉ| ｜ 徹也

榊原 敬

賀嶋 敦

竹田美波
書記官室内線
夜間直通

高橋

蛯原

津島

木村

第10部 口開廷日:月火水金

豆■
向井香津子

世森ユキコ

日野周子一

清水洋佑

書記歸醗■■
’ ‐
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一
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一
安
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足
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判
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一
絶安永

小林

向井

足立量
一
郎
紀
夫
希

二
・
正
壮
瑞

一
威
一
田
玉
越
内
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水
竹

ｌ
部
一
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兼

第11部

ｌ
｜
判
判
判
補

一
総

’

■開廷日:月火水木

■
佐伯恒治

坂田正史

加藤雅寛

滝口麻理奈

書記官室内線：
夜間直通：

郷
一
洲
判
判
補

砦
弟
一 部

一
判
判
判
補

何
一
総

第
一 口開廷日:月火水木

F
中尾佳久

兒島光夫

秋田志保

遠藤 優

書記官室内線：
夜間直通：

第12部

兼総判

兼判

兼判

兼補

鵠
胸
削

ー~‐一~‐一~ｰ‐ー‐~〒- 一~--一~‐‐ー~~F‐~一~~ー~‐ー

安永健次 ｜
小林謙介． ’

｜向井志穂

足立洋平〃 ，

令和4年11月4日現在【機密性2】



【機密性2】

令和4年10月24日現在
東京地方裁判所部内委員等名簿(刑事部関係）

◎常度委員会

常置委員所長代行
〃 〃

〃 判事
〃 〃

〃 〃 ・

ノノ 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

＠裁判例等整備委員会
委員長 ，判事 （18

委員 〃 （6

〃 〃 （8
〃 〃 （15

〃 〃 （15

〃 〃 (17

･〃 特例判事補 ‘ （14
〃 判事補 ． （4

〃 〃 （13
〃 〃 （16

〃 〃 （18

〃 訟廷副管理官
ﾉﾉ 主任書記官 （18
〃 管理係長
〃 ・ 記録係長

8

、弁腰
委員長

委員
〃

〃

ノノ

〃 ．

〃

〃

〃

〃

〃

〃

オプサ‘-パー･サーバー

人関係委員会
判事
〃

〃

〃

〃

次席書記官

訟廷副管理官
主任書記官

◎刑事法改正関係委員会

委員長 判事 （11部）
委員 〃 （3部）
〃 〃 （4部）〃 〃 （4部）

永
鈴
高
佐
浅
向
日
神
児

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部
部
部

健
康
恒
竜
》
周
大
光
康
率
大
喜
徹
美
孝
裕

龍
木
唯

岼
峨
椎
津
村

渕
木
橋
伯
香
井
野
田
島
木
橋
井
田
出
川
中
田
崎

神田大助
長池健司
津島享子
坂田正史
菱川孝之
吉田智宏

高嶋 諒
鷲津真一
出牛一明
大河原まき
串田智幸
関根－宏
新富祥子

野原俊郎
深野英一
蛯原 意

加藤雅寛
渡邊一昭
賀嶋 敦

兒島光夫
池田知史

河原春奈
三角 、 宏

齋藤 勲
安武重治
青木宏次
中田広正

石動智久
水戸達城
富所 慈
上田有佳子
山形美貴子
川島真知

丸山杏奈
濱田 正

鈴木 巧

小坂茂之

花田隆光
北原直樹

向井香津子

水越壮夫
津島享子

坂田正史
馬場嘉郎
世森ユキコ

榊原 敬
佐藤有紀
木村航晟

三角 宏
木所賢一

部）野村 賢

6部）加藤雅寛
8部）蛭田円香

5部）榊原 敬

5部）賀嶋 敦
7部）秋田志保

4部）大村明菜
唾部）木村航晟
3部）赤瀬柚紀

6部）足立洋平

8部）大崎教.生
岡村抄矢子

8部）大瀬章博

小林裕和

・ 中山史子

（7部）浅香竜太

（4部）蛯原 意
（6部）坂田正史
(14部） 小坂茂之
(18部）野村 賢
廣岡美江
鷲津.真一

（7部） 田中 晃
(14部）遠藤尚記
(16部）須藤智映子
(18部） 山形美貴子
野崎裕一

大,沼 ，岡|l

(16部）安永健次
(10部） 日野周．子

(13部）須田雄一
保科綾子
岡村抄矢子

（4部）金澤美佳
（8部）大河原まき
(10部）木所賢一

(13部）坂田眞治士

(14部）新谷洋子

(16部）須藤智映子
圖師有美
中山史子

野崎裕一

（6部）佐伯恒治
（7部） ．鎌倉正．和
（8部）馬場嘉郎
(10部） 向井香津子
(11部）吉田智宏
(13部）平出喜一
(14部）高嶋 諒
藤沢省吾
田中知之

（6部）川人亜季
小林裕和

酒井百合子

一
巧
明
治
太
子
子
助
夫
巧
明
子
助
一
也
香
一
一
一

（4部）

（6部）

（7部）

(10部）

(10部）

(11部）

(17部）

〃 〃 ‐ （6部）
〃 〃 （8部）
〃 〃 （11部）

〃 〃 （14部）
〃 訟廷副管理官

〃 主任書記官 （6部）

〃 ．〃 （8部）
〃 〃 （11部）
〃 〃 （14部）
ｵﾌ‘ｻｰﾊﾞｰ東簡訟廷管理官

。外国人関係委員会． ‐
委員長 判事 （8部）
委員 〃 （3部）
〃 〃 （4部）

〃 〃 （6部）

〃 〃 （13部）
〃 ノ’ （15部）

〃 〃 （17部）

〃 〃 ‐ （18部）

〃 特例判事補 （14部）
〃 訟廷副管理官

〃 主任書記官 （1部）

〃 〃 （3部）

〃 ’’ （7部）
〃 〃 （8部）
〃 〃 （13部）
〃 〃 （14部）

〃 〃 （15部）
〃 〃 （17部）
〃 〃 （18部）

〃 庶務係長
〃 同係書記官
ｵﾌ'ｻｰ・一バー東簡事件係長

、令状関係委貝会
委員長 所長代行
委員 判事 （14部）

〃 〃 （14部）
〃 特例判事補 （14部）
＠法科大学院関係委員会
委員長 判事 （10部）
委員 〃 （1部）
〃 〃 （4部）
〃 ノゲ （6部）
〃 〃 (8部）

〃 〃 （10部）
〃 〃 （15部）

〃 判事補 （3部）
〃 〃 ‐ （4部）

〃 訟廷副管理官

〃 ． 主任書記官 （10部）

ｊｊ
部部

６８くく

ローノ、ノ

部部

″
″

〃

事件係長◎事務分配関係委員会

委員長．所長代行

委員 判事
〃 . 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 首席書記官

〃 訟廷管理官
〃 事件係長

鈴

(4部）高
(10部） 向

(11部）神

(13部）平
(15部）香

田

増

野

東簡首席書記官

◎記録関係委員会

委員長 判事

委員 〃
〃 〃.＠図書等整備委員会

委員長 判事

委員 〃
〃 特例判事補
〃 ． 訟廷副管理官

〃 主任書記官

〃 庶務係長

(17部

(10部

(14部

中
世
大
篭
上
川

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部

稚
》
緬
窪
蹄
》

久
．
菜
一
子
知

〃 次席書記官

〃 訟廷副管理官
主任書記官
〃

ｊ
ｊ
Ｊ
１
ｉ

Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ

◎裁定･丙類合議委員会

委員長 所長代行
委員 〃 ‐

〃 判事 （1部）

〃 〃 ． （3部）
〃 〃 （15部）

〃 〃 （16部）

〃 〃 （17部）
〃 〃 (18部）

(17部） ″
″
″

永
鈴
坂
友
香
安
中
野

一
巧
郎
裕
也
次
久
賢

JJ FJ

〃 押収物係長
〃 、 記録係長

ｵﾌ'ｻ'-ﾊ‘一事件係長◎警備関係委貝会
委員長 判事
委員 〃
〃 〃

〃 〃

〃 次席書記官 ．

〃 訟廷管理官

〃 訟廷畠'1管理官

〃 管理係長
〃 総務課長

〃 総務課課長補佐

〃 警務課長

〃 警務課課長補佐
ｵﾌﾞｻﾞｰパｰ東簡訟廷管理官

（4部） 高橋康明
（6部) 佐伯恒治

（8部） 野.原俊郎

(17部）兒島光･夫
保科綾子

増田孝－

田中知之

小林裕和
望月正一

鷲津 健

勝野裕之
小菅聡史

新富祥子

◎ICT関係委員会
委員長 判事
委員 〃

Ｊ

＠新任判事補研さん関係要員会
委員長 判事 (11部）

委員 〃 （13部）
ﾉノ 〃 （14部）

ﾉノ 〃 （15部）

〃 〃 （16部）

＠司法修習生指導等委貝会
委員長 判事 (13部）
委員 〃 (1部）
〃 〃 （10部）

〃 〃 , (17部）

〃 〃 (18部）

補佐官 〃 （7部）
〃 〃 (10部）

〃 〃 (11部）
〃 〃 （18部）

神田大助

須田雄一

小坂茂之

賀嶋 敦
向井志穂

ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｊ

ｊ
Ｊ
Ｊ
ｊ
ｊ
』

Ｊ
１
Ｊ
１
１
Ｊ
Ｊ
ｊ
Ｊ
Ｊ

ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｊ
Ｊ
ｊ
Ｊ
』

次席書記官
訟廷副管理官

主任書記官
管理係長
裁判員第一係長

平
坂
向
兒
野
内
日
向
西

喜
一
津
光
裕
周
唾
志

出
率
搾
島
村
山
野
井
山

一
郎
子
夫
賢
史
子
子
帆

．、嵯定委員会

委員長 判事
委員 〃
〃 〃,

〃 主任書記官

〃 記録係長

(16部）

（4部）

(16部）

(16部）

安永健次

蛯原 意
小林謙介

門田正和

中山史子

謡
の
剛
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I機密性2】

令和4年10月24日現在
東京地方裁判所部内委員等名簿(刑事部関係）

、医療観察法関係委員会
委員長 判事 （4部）

委員 〃 （1部）
〃 〃 (I部）

〃 〃 ． （1部）

ﾉノ ー 〃 （4部）

〃 〃 （4部）

〃 〃 （10部）

〃 〃 （10部）

〃 〃 .(10Wi)

〃 〃 ･ (11部）

〃 . " (11部）

〃 ． 〃 、 （11部）

〃 〃 （15部）

〃 〃 （15部）

〃 〃 （15部）

〃 〃 （18部）

〃 ノノ （18部）

〃 〃 （18部）

〃 判事補 （1部）
〃 〃 （4部）
〃 〃 （10部）

〃 〃 （11部）

〃 〃 （15部）
〃 ノ「 （18部）

ﾘノ 次席書記官

〃 訟廷副管理官
〃 芋係書記官 （1部）

〃 〃 （4部）
〃 〃 （10部）

〃 〃 (11部）

〃 〃 （15部）
〃 〃 （1R部）

(4部）
、刑事･少年関係連絡憧膳会
代表幹事所長代行
幹事 〃 ‐

〃 判事 ” （17部）

〃 〃 （17部）

〃 〃 (17部）

〃 判事補 （17部）

＠公判前整理手続委員会
委員長 判事 （3部）

委員 〃 （3部）

〃 〃 （8部）

〃 〃 , （13部）

〃 〃 (15部）
〃 〃 . (16部）

〃 〃 (17部）

〃 次席書記官
〃 訟廷副管理官

〃 主任書記官 （3部）

〃 〃 （4部）

〃 〃 (13部）

〃 〃 (16部）

〃 〃 （17部）

、裁判員剃度等広報委員会
委員長 判事 （7部）

委員 〃 （3部）
〃 〃 （7部）

〃 〃 ． （8部）

〃 〃 ‘ (14部）
〃 〃 ． （16部）

〃 特例判事補一 （14部）
〃 判事補 （3部）

〃 〃 （7部）
〃 ' " (10部）

〃 〃 (11部）
〃 〃 ‐ （15部）

〃 次席書記官

〃 裁判員調整官

〃 裁判員第一係長

〃 裁判員第二係長

〃 総務課長

〃 総務課課長補佐

商

（1部）坂

(I部）古

（1部）水

(4部）姥

（4部）津

(10部） 向

(10部）世

(10Wi) 日

(11部）神

(11部）吉

(11部） ′向

(15部）香

(15部）榊

(15部）賀
(18部）野

(18部）池

(18部）西

（1部）竹

(4部） 木
(10部）清

(11部）池

(15部）竹

(18部）大

保

岡

（1部）齋

(4部）金
(10部）桑

(11部）大

(15部） 羽

(18部）大

締
唯
鉦
蝿
原
鍔
》
》
瑞
碓
鴫
》
岬
原
嶋
村
函
峠
硫
繩
癖
輌
畦
啼
搾
峠
藤
》
儲
》
轌
癖
岬
垂
霊
湘
雑
癖
睡
擁
準
蛎
謹
聴
鑪
鐸
皐
搾
原
癖

明
郎
紀
夫
意
子
子
．
子
助
宏
子
也
敬
敦
賢
史
帆
希
晟
佑
平
波
生
子
子
勲
佳
之
裕
博
博
也
紀
一
子
子
介
樹
子
一
美
治
之
幸
博
知
和
誠
子

永渕健一

鈴木 巧

中尾佳久

兒島光夫

秋田志保

遠藤 優

重雅裕
池健司

ノ|｜孝之

田雄一
原 敬

井志穂
田志保

岡美江

津真一

村嘉一之

内章爾

田眞治士
田正和

崎真二

尾佳久

野英一

倉正和

場嘉郎

避一昭

田 知史

村抄矢子

村嘉之
人亜季

中 晃

崎真二

田威一郎

玉正紀

藤雅寛

邉一昭
林謙介
田志保

山志帆

岡美江
田孝一

根 、寛
口勝美

井百合子
口修史

之内登史美
藤晃一
竹千晶
谷和伸

山雅夫

友
長
菱
須
榊
向
秋
魔
鷲
田
山
坂
門
堀

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部

３
３
８
３
５
６
７
３
４
３
６
７

篭
雌
峠
郡
唯
権
峠
癖
誇
癖
轆
罐
峠
根
嬬
嘩
恥
津

浅
長
内
蛭
花
向
河
佐
金
清
池
竹
贋
曽
酒
近
望
鷲

太
司
史
香
光
穂
奈
紀
夏
佑
平
波
江
寛
子
一
一
健
巧
郎
司
意
史
太
香
子
助
一
敦
次
久
史

＠刑事裁判実務研究会
常任幹事所長代行 鈴
幹事 判事 (14部）小

木 巧

坂茂之、

、裁判長懇談会

常任幹事所長代行
幹事 判事

鈴木 巧

(6部）佐伯恒治

◎公判審理手続委員会
委員長 判事

委員 リノ
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

ﾉノ 訟廷副管理官

〃 主任書記官
〃 〃

〃 〃

〃 〃

(17部

（3部

（7部

（8部

(13部

(18部

L7部） 中

(3部）深

(7部）鎌

(8部）馬

[3部）渡

L8部）池
岡

(3部） 田

(6部） ノ| ｜

(7部） 田
17部） 堀

（6部）

(7部）

◎昼食会

代表幹事判事 (17部） 中尾佳久

考える委、
委
委
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

裁判

員長

員

員裁判の在り方を
所長代行

判事
〃

〃

〃

‐ 〃 ．

〃

〃

〃

〃

． 〃

〃

〃

〃

員会
鈴木

坂田威一
長池健

蛯原

坂田正‐

浅香竜

蛭田円

向井香津
神田大

須田．雄

賀嶋
安永健

中．尾佳

池田知

、
》
〃
〃
〃
〃
〃
〃

硬水会

判事
〃

〃

〃

〃

〃

判事補

（1部）

（3部〉

(4部）

(6部）
（7部）

(8部）
(10部）

(11部）

(13部）

(15部）

(16部）
(17部）
(18部）

(4部） 高橋康明

(4部）蛯原 意
(4部）津島享子
(6部）佐伯恒治

(6部） 坂田正史
(6部）加藤雅寛
(4部） 木村航晟

(17部）

＠ 裁判員選任手続委員会 ・

委員長 判事 (1部）
委員 〃 （1部）
〃 〃 （6部）

〃 〃 （13部）

〃 〃 （16部）
〃 〃 （17部）
〃 〃 （18部）

〃 次席書記官

〃 訟廷管理官

〃 裁判員調整官
〃 主任書記官 （1部）
〃 裁判員第一係長

〃 同係書記官
〃 . 〃 ．

〃 ・裁判員第二係長

〃 同係事務官

ﾉ’ 事務局吹長
〃 経理課長

坂
古
加
渡
小
秋
西
廣
増
曽
濱
酒
山
山
近
松
坪
祖

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｊ

部
部
部
部
部
部
部
部

＠犯罪被害者等関係委員会

委員長 判事 （15部）

委員 〃 （1部）

〃 〃 （3部）

〃 〃 (10部）

〃 〃 . (11部）

ﾉノ 〃 （16部）

〃 特例判事補【14部）
〃 次席書記官
〃 訟廷管理官

〃 主任書記官 (1部）

〃 『ノ （3部）
〃 〃 ． （10部）

〃 〃． （11部）

〃 〃 （15部）

〃 庶務係長

〃 管理係長

ｵプｻ'-ﾊ'一束簡簡裁判事 （2室）
〃 、 東簡訟廷管理官

(15部） 香

（1部）古

（3部）深

(10部） 日

(11部） 向

(16部）小

(14部）北

保

増

(1部）濱
（3部）安

(10部）桑

(11部) ，串

(15部） 羽

川

・小

（2室）笹

新

◎睡田会

幹事 判事
〃 〃

〃 〃

(13部）須田雄一

(16部）小林謙介
(17部）兒島光夫

水曜会

判事
〃

。
》
〃

ｊ
ｊ
部
部
０
６
１
１
ｌ
く
日野周子

向井志穂

疲翔会

・ 特例判事補

判事補
〃 －

〃

、

幹事
〃

〃

〃

(14部）

(13部）

(16部）

(18部）

北原直樹

赤瀬柚紀
足立洋平

大崎敦生
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刑事訴訟事件（新受、既済､未済）年度別比較表

一新受 1

1
土難(不動事件…） ’
一新受

一子既済

÷未済(不動事件を含む）

(延べ人員）(延べ人員）
9．0009．000

(延べ人員）
8，344

800

／、 77Rワ 8，000
、

8,000

〆
ロ｡

7q
IqJ ク

ラ鳶ご聖7，76】

－7，000700

ロ '7ﾜRq 7．429
7，0007，000

6．8646，748ロ
6,674600

6．000 6,000

500

5,0()0 5,000

↑、篭 Ｌ
↓38400

4，()00 4，000

353

300

別
k

3，000 3,000

2，614 2，6662，513 ▲ 一 ､
」

262
「

200
2．000 2,0002．189

*咽翌誰罐事件 ’＊新受には裁定合議事件

が含まれています 一

＊既済及び未済には裁定

合議事件が含まれていま

す。 。己家万し〔｡V，よ-9 o

100
1,000 1.000

1

翻
心
’
一
鯛

0
ヘ

0
0

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

【合議事件】

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

【′単独事件】

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

【合議，単独計】

令.和3年

ハヘー



年度別新受人員調査表

東京地方裁判所刑事訟廷事件係‘

新 受 貝 数（延べ人員）人

年度 法定合議 裁定合議
合議単独合計 合議事件 単独事件

裁定合議委員会の決定

甲類 ： 乙類
甲類 ‘ 乙類 部内合議決定部内合議決定

442（ 51 ）18 12,509 888 4571,345 888； 0 11,16415 ： 0

■

752 ： 3 351 （ 40 ）10,58719 1,113 755 358 0
J 9,4744

359（ 57 ）20 9,479 821 821 ： 0 363l､184 8，295閉 2

324（ 62）9，315 624: 0 5 ( 1 ) : 11964 62421 340 8，351

290（ 50 ）ワワ
グム／" 7,931 754 462 4621 0 292 7，1772 0

155（ 53 ）1 ( 1)I23 6,896 501 345 345： 0 156 6,3950

273（ 61 ）294 288 ： 6 286 11 （ 3 ）： 6,0206,600 580 224

199( 21 ) 5,792312 22025 6,324 532 312 ： 0 21 0

181 ( 41 )2 6，291337 337 1 0 200
1句

上（26 6,828 537

304( 60 )0 （ 6） ： 6,987027 7,763 776 472 470： 304２

212（ 67 ）5（6 ）：6,909 622 404 402 ： 2 218 6,287128

153( 21 )509 353 350 1 3 0 7,1537,662 156 329

96（ 25 ）478 370 ： 0 108 12 0､8，714 370 8,23630

171（ 49 ）9 ( 3 )l 7,5818,220 458 181639 458 1 O 11

179（194）386 386 1 0 24 7,1977，787 590 204 12
〆ﾛ

｜

394 262： 0 0 126 54 6,8687,262 262 1323 6

１
１

１
１

3 （10月末現在） 88（ 53 ）5,653 285 191 191 ： ‐ 0 94 6 0 5,368

4（10月末現在） 150( 43 )5,570 422 265 265: 0 157 7 0 5,148

拙
い
’
ぬ
剛

〔備考〕

甲類法定合議事件とは､裁判所法26条2項2号に定める合議制事件(法定合議事件)のうち乙類合議事件を除いたものをいう。

乙類(法定､裁定)合議事件とは､法定合議事件又は事件の係属する部からの申出に基づき裁定合議委員会において合議体で審判す~るのが相当であるとの

決定をした事件のうち公安労働等に関係する事件をいう。

部内合議決定には法定合議事件､裁定合議事件に併合された単独事件を含む。

下欄の｢3(10月末現在)｣及び｢4(10月末現在)｣は､令和3年10月31日現在と令和4年10月31日現在を比較したものである。
（ ）内は前年度以前受理事件を各年度に合議事件としたもので､いずれの年度にも計上していない。



刑事訴訟事件新受人員の推移
|-←薪臺人引一◆一新受人員

延べ人員

18．000
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刑事訴訟事件,外国人事件,租税事件調査表
1

1刑事訴訟事件(新受､既済､未済)処理状況 (延べ人員）

新受

…驫令誌| 単弧 ｜計
事件別 既済

合二議 ｜ 単独 ｜ ョ
未済

計年度 合議 ｜ 単独

29 353 1 156 1 7,153 1 7,662 615 1 6,6741 7,289 443 2,189 1 2,632

30 370 1 108 1 8,2361 8,714 600 1 7,761 8,361 377 1 2,608 2,985

458 1 1811 7,581 1 8,2201 563 7,609 1 8,172 5201 2,513 1 3,033

386 1 2041 7，197 1 7，787ワ
ー 685 1 6,864 1 7,549 6571 2,6141 3,271

‘438

433

3

(1～9月）

262 1 1321 6,868
~..~耐｢~~~苗~|~~~~~4;揃一

駆
一
錨

２
－
９

７
－
４

８
ニ
ー

４
－
４

７
国
０

■
〃
■
●
夕

戸
○
一
戸
○

１
１
１
１
１
１
１
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

・

１
王
６

舶
一
鍋

『

９
－
７

２
き
７

４
－
５
Ｊ
３

７
－
５

2,666 1 3,104
-q■＝一－一＝＝－－＝＝■ロ■＝ロ■ q■＝ロ■ ロ■＝q■凸一■

2,226 1 2,659
4

(1～9月）
233 1 132 4,628 1 4,993 337 1 4,8771 5,214 513 1 2,370 1 2,883

2外国人事件受理状況 3租税事件(新受､既済､未済)処理状況(延べ人員） (延べ人員）

壼建 皇喜避
潅
一
軸

癖
一
軸

錆
一
難

単
十
フ
ニ
ー
ロ

議
独

谷
口

単独合議※
合議 計合議計 合議三エ

ロ】

為
1,323

18.5％

1,414

18.5%

４
｜
皿

93

1.3％

97

1.3％
29 29 15 79 94 1頁

▲し 27 42

127

34.3％

1,748

21.2%

1,875

21.5％

5

1.4％

60

0.7％

65

0.7％
30 30 8 55 63 12 32 44

161

35.2％

1,421

18.7％

1,582

19.2％

2

0.4％

56

0.7％

58

0.7％
1 1 3

F戸

0⑨ 58 11 33 44

112

29.0%

1,482

20.6％

1,594

20.5％

49

0.6％

6

1.3%

55

0.7％
2 2 1q

上曹 54
'、庁

Oイ 4 28 32

--9劃
3型別

1,1031 1,197
15.4％

800

16.1%

1 35 36

・0.3% 0.5％ ・0.5％

0 17 17
0.0%| 0.4% 0.3%

3

(1～9月）

3

（1～9月）

0 1 38
0 1 29

38

‐寺ロ■ 。■q■ロ■ ロ■ q■＝q■一ロ■

29

_-...-21.…息__翌．
41 Ⅱ6

30

■ 。■■■＝ロ■一＝。■一一一■

・ 20 謡
①
州J12

93

39.9％

717

15.5%

810

16.2％

4

(1～9月）

0

0.0%

32

0.7％

32

0.6％

4

(1～9月）
5 31 36 2614

※合議は法定合議事件を指す

1R1蝋



刑事訴訟事件終局人員年度別調査表

…,……”
審理期間別終局人員と総人員に対する割合

1月以内' 3月以内' 6月以内’ 1年以内' 2年以内' 3年以内’ 5年以内
人員

割合
人員
割合

人員
割合

川
一
噸
一
知
一
報

訓
一
邪

102

16．6%

4200

62．9％

4302

59．0%

127

20. 7%

1453

21.8%

1580

21．7％

加
一
辨
砺
｜
郷
一
ｍ
岬

剛
一
岬
一
棚
一
畷
一
加
一
秘

弘
一
恥
－
８
－
峨
一
枇
一
岬

０
｜
岬
「
｜
岬
－
１
｜
岬

０
｜
岬
－
０
｜
岬
－
０
｜
岬

合議 615

単独29 6, 674

合単計
14. 314. 3

7, 289

01
合議 600

30

8,361 1 14114& 1合単計
｜ 割合

｜ 人員 ６
｜
螂
一
郡
一
郷
掘
一
郡

161

28． 6％

4674

126

22．4％

1548

20. 3%

1674

20. 5％

163

29.0％

943

12.4%

1106

13. 5%

101
1.8%|
111

88

15．6％

l83;

2．4%：

271

3．3％

９
｜
蛾
－
２
｜
帆
一
Ⅱ
｜
咄

３。３１

３
９
２

６
．
０
７

５
’
６
１

１
７

７
８

０
％
０
％
０
％

Ｊ
Ｊ
ｄ０

０

０
7,609

13.3

合議

1
61,4%

4835

哩
釧

合単計
｜ 割合 59. 2％ 蝿

一

肥

0.3％

18損
謡
罎
一
詫
厘
諾

81
合議 685

単独２

7, 549
13.713.7

合単計
2.4%’ 51．2%’ 24．7%’ 14．7%’
21 781 1201 1741

剛
一
一
剛

0.3%｜

621

岬
一
則

0- 1%｜
＝＝＝＝＝＝＝＝＝

01｜ 人員
合議 681

３ 6,748

7,429 1 14914.9 耕
乱
剛

合単計
｜ 割合 ｜’ 2． 0.0%’1

※控訴率は,実人員で計算したものである。

単独

割合

人員

割合

人員

1．3％

351

4.5％

359

24.2％

5159

66.5％

5304

21.7％

1420

18.3％

1550

33.5％

672

8.7％

873

16.0％

137

1.8％

233

3.2％

17

0.2％

36

0-0％
F

D

0－ 1％
贋
』

0

’ ？,76！0-0％

単独

割合

人員

割合
人員

1.2％ 18.4%’ 19．9％ 28.6％ 28.2％ 2.6%I 1．2％
172

2.5％

180

37411 1725
54.5％

3867

25． 1％

1861

916

13.3％

1112

287

4.2％

480

71 9
0． 1％

25

0. 1％

17

句

I

0． 1％
r7
1

6,864

単独

割合

人員

割合
人員一

0.3％

182

2.7％

184

11．5％

3851

57. 1％

3929

17.6％

1523

226％

1643

25.6％

868

12.9％

1042

二 35．4％

297

4.4％

538

9． 1％

21

0.3％

83

0.6％

6

0． 1％

10

0.0％

0

0-0％

0



刑事訴訟聿件未終局人員(審理期間)年度別比較表

(延べ人員）一一6月以内

－1年以内

→－2年以内

一一2年を超える(不動事件を含む）

(延べ人員）
2，弓0(〕

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
８
６
４
２
０
８
６
４
ワ
】
０
８
６
４
２
０
８
６
４
２
０
０
０
０
０

５
４
４
４
４
４
３
３
３
３
３
２
２
２
２
２
１
１
１
１
１
８
６
４
２
０

2.500 650

’
’
八八
604

,477

2,450270

i
－需箭?奇 I ／ 、、／

43

550(延べ人員）

、300

｜

｜
｜

｜
熊59

2．000
2，400ジーー

ff930

／ 、
”66，.‘。
365

〈

486

日

450
34 2,350

／ X
ホ250 41

、 ／／
382
門

1.500 2,300

ノ
ム ／』

３ 350

200

耐

猟｛

299

／
2,250

〆
1

207

二

250
150

／

、
1．000 2.200

雄！ ～、〆／｜

Ｌ

1 169

15ケ－’
1

2,1 80
154

2,150

／

76

150qワ
リー'00 12〔

/'1
1／制I

／

、 ’

106

一71
1ハ戸

2，100300
〆
禰

凡曹q"

53
50

尾＝-+秀
！
6750 5064

4742 2,050
36

34

31

(）
2.000 －500平成29年 、1晶成加年 令和元年 令和2年 令和3年

【合議事件】

平成29年 、Iz成30年 令和元年 令和2年 令和3fr

【合議、単独計】

平成29年 平成30症 令和元年 令和2年

【単独事件】

令和3年 冊
、
州



刑事訴訟長期未済事件(2年経過)年度別調査表

1年度別調査表

(合議･単独計）

2長期化事由調査表
(延べ人員） (合議事件） (延べ人員） (延べ人員）

長期未済件
数の占める割
合(％）

長期未済件
数の占める割

合(％）

被告人

の逃亡

病気等

関連事

件の審
理待ち

合
単
別

未済

件数
長期未済
件数

長期未済

、件数
事案複

雑困難

未済

件数
年度 年度 二L

口I

６
；
３
”く

8.1

〔3.6〕
４
く
り

６ 2年以上2．4

〔2.4〕

29 443 16 ２ 18
29 2,632

り
ム
、
、
ノ

４
”く

１
１
．
８

１
５
１
ｆ 3年以卜30 377 26 5 31

4年以一上
47

(20）

9．0

〔5.2）
2．5

〔1.7〕

76

(24）

520１ 0

2,98530
合71

(20）

12.2

〔8.8〕
5年以上2 582 7I 8

議
事
件

７
Ｊ
－
７
’
７

８
型
８
別

！
く

19．9

〔15.3］
20．1

〔l5g5〕

6年以．卜2．6

[1.8)

78

(24）

3

F. ...~-~--~----．．

1 (9月末時点）

８
－
３

３
－
３

４
．
４

0

1 3,033

7年以上 0

4

(9月末現在）

７
１
夕

７
如く

15‘O

〔11.1〕
8年以上105

(24）

3．2

〔2.5〕

513 0

2 3,271

9年以上 0f

(単独事件） (延べ人員）

長期未済件
数の占める割

合(％）

10年以卜154 5.0 未済

件数

長期未済
件数

２ 2
年度

３ 3,104

・ （24）

129

（24）

〔4.2〕

4．9

〔3.9〕

計 43 16 0 59
８
〕

２
心
妊

1.3

[1.1]
29 2,189:~‐-~-‐--‐‐---

： （9月末時点）
－
９
－
５
－
６
－
２ 2年以上単

独
事
件

154 55
４
，
Ｊ

３
仏

1.3

[1.2]
30 2,608

3年以上149

(20）

5．2

〔4.5〕

9 ９ 18
4

(9月末現在）

1．2

〔1.1〕
１
〕
３
仏

2,883 1 2,513

5年以上 7 7
34

(4)
３
，
甲ｌ
１ｆ

2 2,665

計 63 17 0 80
※（ ）内の数字は不動事件の件数を内数で示し，
〔 〕内の数字は不動事件を除く割合を示す。

写
Ｉ
、
Ⅱ
２
４
ム
、
夕

６
仏
－
４
仏

嘆
、
・
一
・

一

2．5

〔2.4〕
~~~~~~~~､溺一

〔1.7〕

3

『‐‐‐‐‐‐‘~‘~‐‐‐.~‐

I (9月末時点）

６
『
６

６
『
２

６
－
．
２

１
一
Ｊ

２
｝
２

合議･単独計 33106 0 139

※1の年度別調査表の長期未済件数中､令和4年10月末日現在
の不動事件を除く長期未済事件を対象とした。 ．4

(9月末現在）
２
０

７ 3．0

[3.0]
2,370 一

※（ ）内の数字は不動事件の件数を内数で示し、
〔 〕内の数字は不動事件を除く割合を示す。

識
①
州



第10表

裁判員裁判対象事件等の新受人員調査表
合議・単独別等の新受人員内訳

幽令和3年 合計

」I

令和3年 合計 5年平均
ｊ
年
月
４
０
日
１

ギ
イ
ー

〈
祠
ｑ
ｌく平成29年 平成30年 令和元年’和元年

458

181

7581

458

181

7581

令和2年合議。単独別

法定合議事件 繩
一
皿
一
”

狸
一
唖

1829 366細
一
睡
一
岬

370 265

裁定合議事件 781108 156 157

単独事件‘ 8236 6868 37035 7407 5148

T39645 792939645 7929新受人員合計 7662 8714 82208220 7787 1 72627787 7262 5570

| 合計 '' 5隼平均|合計 5年平均
ｊ
年
月
４
０
日
１

エ
イ
《

今
石
１
４く裁判員対象事件罪名（未遂を含む） 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

｜現住建造物等放火 ６
’
０

妬
－
０
’
３

７
ｌ
０
－
１
ｌ
０
ｌ
０ 0

7 5 、
’
０

７
’
０

７

激発物破裂 00 0

通貨偽造 ０
－
４
－
０
－
皿

０
－
皿

0

1

０
｜
妬
・
－
０
｜
皿

Ｏ
ｌ
ｕ

１
’
４
’
０0

１
’
７
・
ｌ
２
ｌ
５
－
６
ｌ
０
ｌ
Ⅳ

２
’
５
－
６
’
０

17

ｌ
ｌ
３
ｌ
０
ｌ
９

０
’
９

偽造通貨行使

偽造通貨輸入

強制わいせつ致死傷

強姦致死傷，強制性交等致死傷

傷

交等致死傷

16

00 22

ｌ
３
－
０
ｌ
創
一
３

３
－
０
｜
創
一
３

９
’
３
－

０
‐
’
四

一
７
’
０

６
’
９
’
０
｜
Ⅳ

妬
一
語
－
２

妬
一
語
－
２

Ｍ
｜
岨

Ｍ
｜
岨 55 77

集団強姦致死傷 ２２ 00 ０
｜

別

０
｜

別殺人

傷害致死

11 1051052525 1919

511 3］31６６
’
０

６
’
０

８
’
０

８
’
０

４
↑
－
０ １

０

１

０

66

危険運転致死 ロロ １
一
３

’
’
４

０

’
’
４

０

保護責任者遺棄致死 ２２00 ０
’
０

２
－
０
’
０
’
０
｜
鞭

１
’
０

１
’
０逮捕監禁致死

身代金拐取

1 01 0 Ｏ

０
ｌ
０
ｌ
９

00 ０
’
００

’
０

00０
’
０
｜
娼
一
・
３
’
２

０
’
０
｜
娼
一
・
３
’
２

00 00

拐取者身代金取得等 ０
｜
“
’
０
．
’
３

０
｜
“
’
０
．
’
３

０
｜
狐
－
８
｜
、
咽

０
｜
狐
－
８
｜
、
咽

00 2

強盗致傷（強盗傷人）） 妬
－
５
－
２

狐
－
２

狐
－
２

１
－
０

２

強盗致死（強盗殺人）） ０
’
２

０
’
４強盗強姦，強盗・強制性交等

茜盗・強制性交等致死（強盗．強制性交
等殺人）

爆発物取締罰則 1条， 2条

銃刀法（略称） 31条(3条の13) ， 31条の
2第2項(3条の4〉

蛍制性交等

攻死（強盗・強制性交

条， 2条

i条(3条の13) ， 31条の

３３ 2

00 00 ０

０
’
０

0 1 11 00 0芋

11 00 ０
一
０

000 0l

16

1

'6 11 '| ､54 0

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制
等に関する法律3条1項7号， 3条1項10号

1及び犯罪収益の規制

条1項7号， 3条1項10号
000 0 4 0 44 011

ノ

覚せい剤取締法41条2項1条2項 羽
－
０

羽
－
０

26 66

1

1l

岨
－
０

10 141 1141 11 2828 、
’
０2 11 ｡2 1

０

麻薬及び向精神薬取締法64条2項締法64条2項 0

｜
犯 10

１

”
麻薬特例法（略称） 新法5条1～4号， 旧
法8条1～4号 ，

新法5条1～4号， 旧
49499 2

TF

L、00

裁判員対象事件新受人員合計人員合計 151 720143 101202 123 144 124



第1 1表

裁判員裁判対象事件月別比較表

平成27年平成25年 平成26年 平成28年平成23年 平成24年 平成29年 平成30年 令和元年平成22年 令和2年平成21年

新受件数 139 147 150 96 143 123180 151 133 151 202104

既済件数 152 166 128 124 110 1589 151 152 129 144 145

未済件数 95 123 108 96 77 117 89 130 11595 173 151

既済率

(累計）
8.7％ 56.7％ 75.2％ 83.3％ 91.9％ 89.6％ 91.8％89.1％ 88,9％ 88,3％ 89.2％ 91．2％

令和4年
(10月末）

合計令和3年

新受件数 1,944101 124

既済件数 1,778128 82

未済件数 124 166

既済率
(累計）

91.5％93.2％

令和3年

2月 3月 4月1月 5月 7月 8月 9月 10月6月 11月 12月

新受件数 4 6 9 6 4 15 8 84 ７ 15 15

既済件数 19 3 108 15 13 13 0 了
ノ 15 15 10

未済件数 116147 138 128 131 125 1 10 125 126 119 119 124

既済率
(累計）

91．5％ 92．0％ 92.8％ 92.5％ 92.8％ 93.4％ 93.7％ 92.9％ 92.9％ 93.3％ 93.4％ 93.2％

令和4年、

1月 2月 3月 5月4月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

新受件数 10 10 27 9 12 15 11 6 9 15

既済件数 5 8 13 5 6 8 1413 9
Ｆ
■
Ⅱ
Ⅱ

未済件数 131129 145 149 162155 160 165 160 166

既済率
(累計）

93,0％ 929％ 922％ 92.1％ 91.8％ 91．5％ 91.6％ 9J.4% 91,7％ 91,5％

※既済率：全既済件数／全新受件数（小数点第2位を四捨五入）

※新受：当該月に訴因変更決定により対象合議事件となった件も含む。
※3月既済：除外決定により非対象合議事件となった1件を含む。



〆

勾留関係事件等年度別調査表

1 勾留請求事件関係 (件数） 2勾留理由開示請求事件関係 （件数）
項目 項目
請求総数 ’ 発付総数 却下総数 ｜ 発付率

５

２

８

７

６

７

０

８

．

９

８

５

５

４

５

数
一
総一不開数

》
｝
晒
血
”
；
的
銘
狙
詔

総
誠

一

害
一
口請求総数’開示総数

５
４
・
３

・
９
８
９
８

０
０
９
６
５
４
５

１
１

砺
一
．
昭
一
配
一
師
一
郎
一
卿
一
別

師
一
死
一
卿

年度 年度

2929 88. 1％

88. 1%

89.2％

92.8％

92.8％

93.0％

93.9％

88. 1％

88. 1%

89.2％

92.8％

92.8％

93.0％

93.9％

14，929

15,671

14,521

13，603

９１２７９６７７４５１１14,521

13，603

13，15413，154 1,7751，775 29

3030 13,811 1，860 30

11

13, 161

12，955 1，566 勺
１
ｌ
ｂ
台２２ 12,618 985

3

(1～10月）

3

(1～10月）

12,210 951 q
四

(1～10月）

4

(1～10月）

11，030

11,･25811,･258

10，257

10，57310，573

773

4

(1～10月）

4

(1～10月）
685685

3保釈請求事件関係（刑事第14部取扱い分） （件数） 4準抗告請求事件関係 (件数）
項目 項目

請求総数 | (c) | (a)1(b)
1,864 _ 113 113 0

1,833 , 125 125 0

1,815 , 111 _111 0

(c) | (a)1(b)請求総数

113 113

125 125

111 111

1，864

1,833

1,815

0

125

’００

111

請求総数 ’ －－許可総数 ｜ 許可率
年度 年度

ウQ、
臼ツ 68.9％

70.5％

58.5％

55.5％

57.9％

57. 1%

55.3％

55.5％

％％％９１３■ｑ凸７７５５５５
291，931

2,124

2，114

2，197

1，330

157 157

126 126

100 100

139 1 139

157 157

100

139 1 139

30 1,498 30

1 1,237 1

2，023232 21,219 0

う9 126 126 0

31 100 0

157

ｌＯｌ０ｌ０

０

Q
U 2,012

1,560

1,417

31,164 1,869

（1～10月）

． 4

(1～10月）

（1～10月）

4

(1～10月）

891 1,531

784 1,588 1 0

(c)請求総数のうち接見禁止等に対する準抗告

|噸鰄欝撫…緋”
((a)+(b))

鵠
－
ぬ
剛



第13表

勾留関係事件等の推移

1 勾留請求事件関係
｢而雨示雰D 24,993｢FF諏冨詞扉、 函

2500⑥匡筐 門

25．000

撚謡
ゴー〃i求絶数(件敵）

--÷---発付総数〈｢,|'数）

▲ 卸｢鴬激(I’|徹）謎19
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第14表

被疑者国選弁護事件処理状況調査表

勾留質問した
対象事件数

選任決定総数職権によ
る選任決
定

請求総数
勾留質問した被
疑者総数

藤鯉 ！
対独りF件
数に対する

割合 ‘
年度 選任決定 諭求撤回 却下

平成29年 67.7％6,595 145
nO1

四0 173 6,76867,7％66.9％ 6,76714,929 9,992

8,963平成30年 1878，776 208 37 66．3％13,528 86.3％ 9,021 66.7％15,671

令和元年 9，569 65.9％2619,308 182 709,560 65‘8％14,521 100.0%14,521

令和2年 194 9，173 67.4％115
旬r，

0067.9％ 8,97913,603 9,24113,603 100.0％

令和3年 ％
％
２
７

申
◆

８
８
６
６

妬
一
塊

咽
一
ｍ

8,976

7,579

68.3％

68.8％

8,813 唖
一
噸

13,161

11,030

脇
帆

０
０
０
０

１

１

8,990

7,594

13,161

(1～10月） 7,44911,030

令和4年
(1～10月）

67,3％7,39420 16366;7％ 7,231 5610,987 100@0% 7,32710,987

､

第15表

医療観察事件新受件数調査表
42条1項の決
定をすることの
申立て

再入院の
申立て

医療の終了の申
， 立て

通院期間延長の
申立て

入院継続の確認
の申立て

退院の許可の申
．立て

合計

92(29） 8(3)36(17)平成29年 173３ 133

32(10)97(29）平成30年 1655 04
nワ

ム1

7（1）5(2)99(20） 28（10） 162 ‘
P令和元年 ］22

105(29) 30(6) 165令和2年 ２ 0424

杣
一
池

105(30） 41 (17)

33(14）

令和3年 咽
一
恥

３
’
３

１
’
１

妬
一
略(1～10月） 86(20）

令和4年
(1～10月）

24(4) 14(5)89(18) 2 0 14617

※括弧内の数字は､東京地裁以外の裁判所での入院決定に対する申立て

P

、


